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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第１号 教育部 学校教育課 

令和４年２月 24日提出 (課長)沖 雅彦 (担当)矢花幸恵 

  

タイトル  有明高原寮視察委員会委員候補者の推薦について 

決定を要する事項の内容  委員の選任に係る協議 

要旨 

安曇野市教育委員会に対して、有明高原寮長より有明高原寮視

察委員会委員候補者の推薦依頼があったので、委員の選任につい

て協議 

説明 

 

１ 有明高原寮視察委員会委員の推薦依頼について 

（1）推薦依頼者 有明高原寮長 佐野 雅之 

（2）推薦人数  安曇野市教育委員会委員より１人 

（3）推薦期限  令和４年２月 日 

（4）任期    令和４年４月１日～令和５年３月 31日 

（5）根拠 

    平成 26 年の少年院法改正により、社会に開かれた施設運営

推進を図り、施設運営の透明性を確保するため、少年院視察委

員会の設置について定められました。全ての少年院に視察委員

会が設置され、７名以内（有明高原寮視察委員会委員は４名）

の有識者で構成されています。 

委員は、少年院を視察し、その運営に関する意見を述べ、そ

れらの意見を受けて施設長が講じた措置の概要を公表するこ

ととされています。 

 

２ 現在の有明高原寮視察委員会委員の職名 

 ・弁護士         １名 

 ・安曇野市教育委員会委員 １名 

 ・医師          １名 

 ・地元代表        １名 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第２号 教育部 学校教育課 

令和４年２月 24日提出 (課長)沖 雅彦  (担当係長)中田 吉成 

  

タイトル 安曇野市教育委員会防災要綱の廃止について 

決定を要する事項の内容 要綱の廃止 

要旨 

 安曇野市教育委員会が所管する施設の防火管理事務は、現状消

防法等の規定に基づき適正に管理・運用しているため廃止した

い。 

説明 

 

 

1.廃止理由 

（１）各施設の防火管理、防火設備管理については、消防法及び同法施行

令、施行規則において規定されている。（資料１） 

（２）施設により、規模や用途が異なっており、防火管理においては各施

設で法に基づきルール（防災計画、消防計画、避難計画等）を定めて

いる。 

（３）市長部局で管理している施設においても消防法の規定に基づき管理

しており、要綱の定めはありません。 

 

 

資料１  安曇野市教育委員会防災要綱廃止根拠 

資料２  安曇野市教育委員会防災要綱 

資料３  対象施設管理状況 

 



「要綱」と「要領」の取り扱い

告示

訓令

事務手続き
の基準

―

安曇野市教育委員会防災要綱廃止根拠

備考

目的

対象施設

火元責任者

自主点検検
査員

消防用設備
点検

地震時の
措置

別表

第１条

要綱

要領

第15条
から
第16条

・防火管理者行う防災教育及び防災訓練などについては、消防法第8
条に定めた防災計画において計画内に実施について標記するよう定
められているため、別に要綱に定める必要はない。

防火管理者
届出
予防

第３条
から
第６条

廃止根拠

・市教育委員会所管施設であっても、市の公共施設であることから安曇
野市においても同様の要綱の必要があると思われるが策定されていな
い。教育委員会所管施設だけ要綱で定する必要はない。

第14条

・火災及び災害発生時の対応については、施設の規模や用途また、施
設の立地等により、火災や地震だけではなく、土砂災害や暴風雨など
の災害の想定もされることから、施設ごとに消防計画や避難計画を策
定し運用すべき。

内部事務について、単に明文化したもの
（特定団体への補助金、課内事務等）

要　教育委員会審議を要す
総務課等の関係課合議が必要
（例規集掲載）※法的拘束力なし

教育長専決、例規集掲載なし、※法的拘
束力なし

事務手続き
の基準

条

第９条

・消防法施行令第第35条及び消防法施行規則第3条及び第4条の２の
４により、年２回以上の点検及び消防署への届出が規定されている。

第１０条
から

第１３条

防火管理上
の遵守事項

・別表に掲げた施設については、用途や規模がそれぞれ異なってお
り、各施設で管理規定やルールを制定するべきであり、教育委員会で
統一した管理規定を有するする必要はないことから、対象施設につい
ては、防火管理に係る消防計画の作成及び、各施設で個別規定を作
成されていれば問題ない。

第７条
・「火元責任者」の設置について法律上の規定はなく、設置義務ありま
せん。設置していない施設あり。

第８条

・「自主点検検査員」の設置についても法律上の規定なし。現状運用し
ている施設はありません。各施設の消防計画等に従い点検業務実施。

第２条
・別表施設は、要綱制定時から見直しがされていない。
　（廃止施設や、指定管理施設あり）

・消防法第８条（対象施設の指定及び防火管理者設置、消防計画の作
成及び届出について）
・消防法第17条（消防設備、防火対象物）
・消防法施行令第１条の２（防火管理者を定めなければならない防火
対象）
・消防法施行令第３条（防火管理者）
・消防法施行令第４条（自衛消防組織）
・消防法施行令第６条（防火対象物）
・消防法施行令第７条（消防用設備）
・消防法施行令第35条（消防用設備点検義務）

その事項について広く一般市民に周知
が必要なもの（不特定多数への補助金、
公募等）

内部事務について、指揮監督のための
命令として発せられるもの（全部署が関わ
る事務規定、表彰規定など）

資料１

-6-
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○安曇野市教育委員会防災要綱 

平成17年10月１日教育委員会訓令第２号 

安曇野市教育委員会防災要綱 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 予防管理対策（第６条―第９条） 

第３章 火災予防措置（第10条―第12条） 

第４章 震災予防等の対策（第13条・第14条） 

第５章 防災教育及び訓練（第15条―第18条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、安曇野市教育委員会が管理する公共施設の防災管理業務について必要な事項

を定め、火災、地震等の災害に関し、人命の安全確保及び被害の防止を図ることを目的とする。 

（対象施設） 

第２条 この要綱の対象となる公共施設は、別表のとおりとする。 

（防護団） 

第３条 公共施設に非常災害が生じた場合、被害を最小限度にとどめ、防災体制を整えるため、公

共施設に勤務する職員により安曇野市教育委員会防護団（以下「防護団」という。）を組織する。 

２ 防護団は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）による自衛消防隊を兼ねるも

のとする。 

３ 防護団の任務は、災害の予防及び発生時の対応に当たるものとする。また、任務の分担は、防

火管理者が年度当初に定める防災計画による。 

（防火管理者の任務） 

第４条 防火管理者は、安曇野市教育委員会が任命し、次の任務を行う。 

(１) 防災計画（毎年度）の立案と周知徹底 

(２) 防災訓練（総合及び部分）の計画と実施 

(３) 建物等の自主検査及び消防設備等の点検実施とその指導監督 

(４) 火気の使用及び取扱いに関する指導監督 

(５) 収容人員の把握と安全管理 

(６) 管理権限者への助言及び報告 

(７) その他防火管理上必要な業務 

（消防機関への届出及び報告） 

第５条 防火管理者は、次の業務について消防機関への届出又は報告を行うものとする。 

(１) 防災計画（法による消防計画を含む。）の届出（防火管理者の変更時及び改正の都度） 

資料２ 
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(２) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続 

(３) 消防用設備等の点検結果の報告 

(４) 防護団の訓練時における指導の要請 

(５) その他防火管理者についての必要な事項 

第２章 予防管理対策 

（火災予防管理組織） 

第６条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、公共施設の防火管理者（以下「防火管

理者」という。）は火元責任者を定め、管理を依頼する。 

２ 防火管理者は、建物、火気使用設備、電気設備、危険物施設、消防用設備等の機能を適性に維

持するため点検検査を行う自主点検検査員を定め、点検を依頼する。 

（火元責任者の任務） 

第７条 火元責任者は、次の任務を行うものとする。 

(１) 担当区域内の建物の火気管理及び火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理 

(２) 地震時における火気使用設備器具の出火防止措置 

(３) 防火管理者の補佐 

（自主点検検査員の任務） 

第８条 自主点検検査員は、次の任務を行うものとする。 

(１) 消防用設備等について別に定める点検表に基づき、点検を実施し、その結果を防火管理者

に報告する。 

(２) 建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等は、別に定める検査表に基づき検査を

実施し、その結果を防火管理者に報告する。 

２ 防火管理者は、年度当初に自主点検検査の実施時期を定めなければならない。 

（点検検査結果の記録及び報告） 

第９条 防火管理者は、自主点検検査の結果を防火対象物維持台帳に記録するとともに、消防用設

備等の点検結果については、１年に１回管理権限者及び消防署長に報告しなければならない。 

第３章 火災予防措置 

（防火管理者への連絡事項） 

第10条 次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示

を受けなければならない。 

(１) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。 

(２) 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。 

(３) 建物等の改装、模様替え等を行うとき。 

(４) その他防火管理上必要な事項 

２ 演劇又は歌謡ショー等の催物を行う者は、次に掲げる事項について報告しなければならない。 

(１) 催物の内容及び規模の内容 

(２) 予想入場人員 
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(３) 火気等を使用する場合の火気取扱責任者 

(４) 喫煙管理及び火気管理の徹底方法 

(５) 火災等の災害発生時における観客及び出演者の避難誘導員 

(６) その他防火管理者の指示する事項 

（職員の遵守事項） 

第11条 公共施設に勤務するすべての職員は、日常業務を通じて各種の災害を防止するため、次に

掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 消防用設備周辺、階段、通路、ロビー、ホール等には、避難に支障となる物品を置かない

こと。 

(２) 消防用設備周辺には装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。 

(３) 火災を発見した場合は、消防機関（119番）に通報するとともに、防火管理者に連絡し、防

災計画に定める防護団の任務分担により適切な行動をとること。 

(４) 喫煙は、指定した場所で行うこと。 

（火気使用の遵守事項） 

第12条 火気等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 火気使用室内は、常に整理整とんをしておくこと。 

(２) 火気使用器具は、使用前及び使用後は必ず点検を行い、安全を確認すること。 

(３) 工事を行うものは、火気の管理について防火管理者の指示を受けるとともに、作業場ごと

に責任者を指定して行うこと。 

(４) 終業時には、吸い殻等を指定場所へ集めること。 

第４章 震災予防等の対策 

（震災予防） 

第13条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、第６条に定めるもののほか

次に掲げる点検を行わなければならない。 

(１) 建物及び建物に付随する施設物（看板、窓枠、壁等）並びに陳列物件の倒壊、転倒及び落

下の有無 

(２) 火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等について

の作動状況 

(３) 危険物施設における危険物品等の転落落下等の有無 

（地震時の措置） 

第14条 地震が発生したときは、次に掲げる措置を行う。 

(１) 火災が発生した場合は、全力をあげて消火に当たる。 

(２) 防火管理者は、館内放送等により被害状況を全職員に把握させるとともに、必要な事項を

指示する。 

(３) 防火管理者は、関係機関（消防署等）から情報を積極的に収集する。 

(４) 避難の際、逃げ遅れた者が出たときは、全職員が救助に当たる。 
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第５章 防災教育及び訓練 

（防災教育の実施時期及び内容） 

第15条 防火管理者が行う防災教育は、次のとおりとする。 

実施時期及び内容 
実施時期 教育の内容 

対象者 

全職員 ４月 １ 防災計画の周知徹底 

２ 火災等の災害予防上の遵守事項 

３ 職員各自の任務及び責任の周知徹底 

４ 震災対策に関する基本的事項 

５ その他災害予防上必要な事項 

９月 

新人職員 その都度 

 

 

（防災訓練の実施時期及び内容） 

第16条 防火管理者が行う防災訓練は、次のとおりとする。 

種別 実施時期 訓練の内容 

総合訓練 11月 消火、通報及び避難誘導を主体とした総合的な訓練

の実施 

 必要と認める場合は消防機関への指導要請 

消火訓練 ５月 消火器具の取扱いの習熟を図り、初期消火訓練の実

施 

通報訓練 ５月 消防機関（119番）への通報及び火災発生時の連絡

体制を図る。 

部分訓練 避難、搬出、

訓練及び救護 

５月 避難器具の取扱いの習熟と避難誘導訓練の実施 

 搬出場所の確認及び重要に応じた物品の搬出訓練の

実施 

  救急用品の確認及び負傷者等の応急措置の習熟訓練

の実施 

（訓練実施の通知） 

第17条 防火管理者は、防火訓練を実施する場合には、消防署に通知するものとする。 

（適用範囲） 

第18条 この要綱は、公共施設に勤務し、又は出入りするすべての者に適用する。 

附 則 

この訓令は、平成17年10月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

豊科公民館 

豊科福祉センター 

豊科図書館 
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豊科学校給食センター 

豊科郷土博物館 

豊科近代美術館 

田淵行男記念館 

穂高陶芸会館 

穂高学校給食センター 

穂高郷土資料館 

鐘の鳴る丘集会所 

穂高親水公園 

牧体育館 

穂高幼稚園 

三郷公民館 

三郷学校給食センター 

貞享義民記念館 

三郷社会体育館 

堀金公民館 

堀金学校給食センター 

臼井吉見文学館 

堀金歴史民族資料館 

堀金総合体育館 

堀金多目的屋内運動場 

堀金三田総合運動場 

明科公民館 

明科子どもと大人の交流学習施設 

明科体育館 

明科龍門渕公園 

 



 

安曇野市教育委員会防災要綱 別表（第２条関係） 

対象施設管理状況 

           

施設名 

防火 

管理者 

配置 

防災 

計画 

作成 

消防用 

設備 

点検 

防火 

設備 

点検 

 

備  考 

豊科公民館 有 有 有 有  

豊科福祉センター     【指定管理】社会福祉協議会 

豊科図書館 有 有 有 有 豊科交流学習センター 

豊科学校給食センター 有 有 有 無 中部学校給食センター 

豊科郷土博物館 有 有 有 有 文化課 

豊科近代美術館     【指定管理】安曇野文化財団 

田淵行男記念館     【指定管理】安曇野文化財団 

穂高陶芸会館     【指定管理】安曇野文化財団 

穂高学校給食センター 有 有 有 無 北部学校給食センター 

穂高郷土資料館 有 有 有 無 文化課 

鐘の鳴る丘集会所 有 有 有 無 文化課 

穂高親水公園 穂高プール 令和３年廃止 

牧体育館 有 有 有 無 穂高会館 

穂高幼稚園 有 有 有 無 子ども支援課(平成27年4月～補助執行) 

三郷公民館 有 有 有 無  

三郷学校給食センター 有 有 有 無 南部学校給食センター 

貞享義民記念館 有 有 有 無 文化課 

三郷社会体育館 有 有 有 無 三郷公民館 

堀金公民館 有 有 有 有  

堀金学校給食センター 有 有 有 無 堀金学校給食センター 

臼井吉見文学館 有 有 有 無 文化課 

堀金歴史民俗資料館 有 有 有 無 文化課 

堀金総合体育館 有 有 有 無 堀金公民館 

堀金多目的屋内運動場 有 有 有 無 堀金公民館 

堀金三田総合運動場 有 有 有 無 堀金公民館 

明科公民館 有 有 有 有  

明科子どもと大人の交流学習施設 有 有 有 有 文化課 

明科体育館 有 有 有 有 明科公民館 

明科龍門渕公園 都市計画課管理施設 

 

資料３ 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第３号 教育部 生涯学習課 

令和４年２月 24日提出 (課長)深澤 与志章 (担当係長)奈良澤 俊史 

  

タイトル 
「安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る規程」の一部改正について 

決定を要する事項の内

容 

組織改編により当該規程の一部改正を必要とするため、改正内

容について協議 

要旨 

令和４年４月１日の組織改編により、教育部生涯学習課で行っ

ている学校施設の使用に関する業務を、商工観光スポーツ部スポ

ーツ推進課が補助執行により行うため。 

説明 

１ 改正する例規の名称 

  安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る規程（安曇野市教育委員会訓令第４号） 

２ 改正箇所 

  規程中、別表（第２条関係）へ次のように加える。 

別表（第２条関係）【抜粋】 

補助執行させる業務 補助執行させる職員 

※1 穂高幼稚園の管理・運営に関する

こと 福祉部長及び福祉部子ども支援課の職員 

※2 私立幼稚園に関すること。 

安曇野市児童生徒転入転出事務取扱規

程（平成 17 年安曇野市教育委員会告示

第９号）の規定による学齢児童及び生徒

の安曇野市立学校への転入学に関する

こと。ただし、通学区域以外への就学の

場合を除く。 

市民生活部長及び市民生活部市民課の職

員 

市民生活部穂高地域課の職員 

市民生活部三郷地域課の職員 

市民生活部堀金地域課の職員 

市民生活部明科地域課の職員 

※3 家庭教育に関する学習の機会を提

供するための講座の開催に関する

こと。 

福祉部長及び福祉部子ども支援課の職員 

学校施設の使用に関すること。 
商工観光スポーツ部スポーツ推進課の職

員 

※1、2、3については１月定例会にて廃止（承認済） 

３ 施行日（予定） 

  令和４年４月１日 

４ 新旧対照表（資料１）、改正文（資料２）、条文（資料３） 

  別紙のとおり 
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安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程（平成20年教育委員会訓令第４号）  

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

（略） 

家庭教育に関する学習の機会を提供する

ための講座の開催に関すること。 
福祉部長及び福祉部子ども支援課の職員 

学校施設の使用に関すること。 
商工観光スポーツ部スポーツ推進課の職

員 
 

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

（略） 

家庭教育に関する学習の機会を提供する

ための講座の開催に関すること。 
福祉部長及び福祉部子ども支援課の職員 

 

 



資料１-２ 

安曇野市教委訓令第 号 

安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程（平成20年安曇野市教

委訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

 

令和 年 月 日 

 

安曇野市教育委員会 

 

安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正する

訓令 

安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程（平成20年安曇野市教

育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

学校施設の使用に関すること。 
商工観光スポーツ部スポーツ推進課の

職員 

附 則 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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○安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程 

平成20年７月24日教育委員会訓令第４号 

改正 

平成24年12月26日教委訓令第１号 

平成26年３月26日教委訓令第４号 

平成27年３月31日教委訓令第２号 

平成27年４月１日教委訓令第３号 

平成29年３月30日教委訓令第１号 

平成31年３月15日教委訓令第１号 

令和３年３月29日教委訓令第１号 

令和４年４月１日教委訓令第 号 

安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の７の規定に基づき、安曇

野市教育委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務の一部を市長の補助機関で

ある職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。 

（補助執行事務） 

第２条 委員会は、別表に掲げる事務の一部を同表に掲げる職員に補助執行させるものとする。 

附 則 

この訓令は、平成20年10月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

※1 穂高幼稚園の管理・運営に関するこ

と。 
福祉部長及び福祉部子ども支援課の職員 

※2 私立幼稚園に関すること。 

安曇野市児童生徒転入転出事務取扱規程

（平成17年安曇野市教育委員会告示第９

号）の規定による学齢児童及び生徒の安曇

野市立学校への転入学に関すること。ただ

し、通学区域以外への就学の場合を除く。 

市民生活部長及び市民生活部市民課の職員 

市民生活部穂高地域課の職員 

市民生活部三郷地域課の職員 

市民生活部堀金地域課の職員 

市民生活部明科地域課の職員 

※3 家庭教育に関する学習の機会を提供す

るための講座の開催に関すること。 
福祉部長及び福祉部子ども支援課の職員 

学校施設の使用に関すること。 商工観光スポーツ部スポーツ推進課の職員 

※１、２、３については１月定例会にて廃止（承認済） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第４号 教育部 生涯学習課 

令和４年２月 24日提出 
(課長)深澤 与志章 (担当係長)奈良澤 俊史 

         (担当係長)杉浦 信一 

  

タイトル 組織改編に伴うスポーツ推進関係規則の廃止について 

決定を要する事項の内容 
組織改編により生涯学習課スポーツ推進担当で所管する関係

規則について所管替えによる廃止の協議 

要旨 

令和４年４月１日の組織改編により、教育部生涯学習課スポー

ツ推進担当（教育委員会部局）で行っている業務を、商工観光ス

ポーツ部スポーツ推進課（市長部局）が行うため、関係する教育

委員会規則を廃止するものです。 

説明 

 

１ 廃止する例規の名称 

(１)安曇野市体育施設管理規則 

（平成 18年教育委員会規則第 18号） 

 

 (２)安曇野市指定体育施設マレットゴルフ場管理規則 

（平成 18年教育委員会規則第 26号） 

 

 (３)安曇野市スポーツ推進委員に関する規則 

（平成 17年教育委員会規則第 30号） 

 

 

２ 公布文（資料 2-1）、条文（資料 2-2） 

  別紙のとおり 

 

 

３ 施行日（予定） 

  公布の日から 

 

 

 



資料 2-１（１） 

安曇野市体育施設管理規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

 令和  年  月  日 

 

安曇野市教育委員会 

 

 

教育委員会規則第 号 

   安曇野市体育施設管理規則を廃止する規則 

安曇野市体育施設管理規則（平成 18 年教育委員会規則第 25 号）は廃止する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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○安曇野市体育施設管理規則 

平成18年８月23日教育委員会規則第25号 

改正 

平成21年３月25日教委規則第３号 

平成22年11月９日教委規則第１号 

平成26年３月26日教委規則第５号 

平成26年６月30日教委規則第９号 

平成27年４月１日教委規則第９号 

平成27年４月24日教委規則第11号 

平成27年９月30日教委規則第13号 

平成28年１月25日教委規則第３号 

平成28年９月30日教委規則第10号 

平成29年３月29日教委規則第２号 

平成31年３月29日教委規則第３号 

安曇野市体育施設管理規則 

安曇野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成17年安曇野市教育委員会規則

第31号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、安曇野市体育施設条例（平成18年安曇野市条例第26号。以下「条例」と

いう。）第20条の規定に基づき、安曇野市体育施設（安曇野市マウンテンバイクコースを除

く。以下「体育施設」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用許可の申請） 

第２条 条例第７条第１項の許可（指定体育施設を除く。）を受けようとする者は、教育委員

会に安曇野市体育施設利用許可（使用料減免）申請書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）を提出しなければならない。 

２ 条例第７条第１項の許可（指定体育施設に限る。）を受けようとする者は、指定管理者に、

口頭又はその他の方法により申請しなければならない。 

３ 第１項の申請書の提出は、別表第１に定める期間に行うものとする。ただし、教育委員会

が認めたときは、この限りでない。 

（利用許可書等の交付） 

第３条 教育委員会は、条例第７条第１項の許可（指定体育施設を除く。）をしたときは安曇

野市体育施設利用（使用料減免）許可書（様式第２号。以下「許可書」という。）を、許可

（指定体育施設を除く。）をしないときは安曇野市体育施設利用不許可書（様式第３号）を

交付するものとする。 

２ 指定管理者は、条例第７条第１項の許可（指定体育施設に限る。）の可否を決定したとき

は、口頭により通知するものとする。 

（遵守事項） 

第４条 教育委員会が規定する条例第７条第４項の条件は、次のとおりとする。 

(１) 職員の指示に従うこと。 

(２) 体育施設の施設等を損傷しないこと。 

(３) 許可なく備品を施設外に持ち出さないこと。 

(４) 火気に注意し、体育施設内では喫煙しないこと。 
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(５) 他の利用者の妨害又は迷惑となるような行為言動は慎むこと。 

(６) 利用許可を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(７) 体育施設においては、指定された履物を使用し、施設を汚さないこと。 

(８) 体育施設内に爆発物、可燃物その他危険物等を持ち込まないこと。 

(９) 許可なく物品の販売をしないこと。 

(10) 特別の場合以外は、放送装置、機械等の操作はしないこと。 

(11) 体育施設の利用を終了したときは、整理清掃し、施設等を原状に戻すこと。 

（許可書の提示） 

第５条 利用の許可を受けた者が体育施設（指定体育施設を除く。）を利用するときは、許可

書を提示しなければならない。 

（利用の中止） 

第６条 条例第８条に規定する届出（指定体育施設を除く。）は、教育委員会に安曇野市体育

施設利用中止届（様式第４号）を提出することにより行わなければならない。ただし、教育

委員会が認めたときは、口頭をもってこれに代えることができる。 

２ 条例第８条に規定する届出（指定体育施設に限る。）は、指定管理者に口頭により行わな

ければならない。 

（使用料の減免） 

第７条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出し

なければならない。 

２ 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者のうち、体育施設で継続的かつ

定期的に活動している団体は、あらかじめ別に定めるところにより、使用料の減免を受ける

資格について、教育委員会の審査を受けなければならない。 

３ 使用料を減免する範囲及び減免率は、別表第２のとおりとし、その使用料の減免する額は、

条例別表第２の使用料に減免率を乗じて得た額（10円未満の端数金額が生じたときは、その

端数を切り捨てる。）とする。 

４ 前項に定めるもののほか、障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者

及びその介助人が利用するときは、申請書の提出の際に、当該事項を証する書類を提示した

場合に限り、その使用料を免除する。 

５ 市長は、第１項の申請に対し使用料の減免を許可したときは許可書を、使用料の減免を許

可しないときは安曇野市体育施設使用料減免不許可書（様式第５号）を交付するものとする。 

（使用料の還付） 

第８条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、安曇野市体育

施設使用料還付申請書兼請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 使用料を還付する範囲及び還付率は、次のとおりとする。 

(１) 条例第11条第１号又は第２号に該当するとき 100分の100 

(２) 条例第11条第３号に該当するとき 市長がその都度定める率 

３ 市長は、第１項の請求に対し使用料の還付を決定したときは、安曇野市体育施設使用料還

付決定書（様式第７号）を交付するものとする。 

（許可の取消し） 

第９条 教育委員会は、条例第15条第１項又は第２項の規定により条例第７条第１項の許可

（指定体育施設を除く。）を取り消したときは、安曇野市体育施設利用許可取消通知書（様

式第８号）を交付するものとする。ただし、差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 
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２ 指定管理者は、条例第15条第１項又は第２項の規定により、条例第７条第１項の許可（指

定体育施設に限る。）を取り消したときは、口頭により通知するものとする。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、安曇野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみな

す。 

３ この規則の施行の際に現に存する申請書等の用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これ

を使用することができる。 

（平成31年度の特例） 

５ 平成31年10月１日から同月31日までの条例第７条第１項の許可及び条例第10条に規定する

使用料の減免に係る申請については、第２条第３項の規定にかかわらず、同月１日から利用

を開始する日の前６日（その日が同年９月30日以前であるときは、同年10月１日）までに行

うものとする。 

別表第１（第２条関係） 

施設の名称 利用申請書の提出期間 

安曇野市豊科南社会体育館 

偶数月の初日から、翌々月の末

日までの利用に係る申請を行う

ものとし、利用を開始する日の

前６日までに提出するものとす

る。ただし、体育施設に空きが

ある場合は、この限りでない。 

安曇野市豊科武道館柔道場 

安曇野市豊科武道館剣道場 

安曇野市豊科弓道場 

安曇野市営県民豊科運動広場 

安曇野市豊科屋内ゲートボール場 

安曇野市豊科勤労者総合スポーツ施設体育館 

安曇野市豊科勤労者総合スポーツ施設テニスコート 

安曇野市梓橋運動広場 

安曇野市高家スポーツ広場 

安曇野市穂高総合体育館 

安曇野市牧体育館 
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安曇野市営西穂高運動場 

安曇野市営北穂高運動場 

安曇野市営牧運動場 

安曇野市営有明運動場 

安曇野市三郷体育館 

安曇野市三郷競技場 

安曇野市営堀金総合運動場 

安曇野市堀金総合体育館 

安曇野市堀金多目的屋内運動場 

安曇野市営明科農村広場 

安曇野市明科体育館 

別表第２（第７条関係） 

安曇野市体育施設の使用料減免に関する減免率の基準 

区分 

減免率 

備考 
施 設 使

用料 

冷 暖 房

施 設 使

用料 

照 明 施

設 使 用

料 

器 具 等

使用料 

１ 国、県、安曇野

市又は教育委員会

等が利用する場合 
100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

国、県、安曇野市又

は教育委員会等と

は、国、県、安曇野

市若しくは教育委員

会又はこれらの外郭

団体、これに準ずる

公的機関等をいう。 

２ 安曇野市又は教

育委員会が共催す

る場合 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

 

３ 市内の区、安曇

野市地区公民館活

100分の

100 

100分の

100 

100分の

50 

100分の

100 

同一団体の利用の減

免措置は、週２回ま
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動補助金交付規則

（平成27年安曇野

市規則第23号）第

２条に規定する地

区公民館（以下

「地区公民館」と

いう。）が主催す

る事業で利用する

場合 

でとする。ただし、

週の合計で６時間を

超えて減免措置を受

けることができな

い。（サークル等の

団体に限る。） 

４ 市内の幼稚園、

保育所、認定こど

も園、小学校、中

学校又は高等学校

が学習のために利

用する場合 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

 

５ 市内の社会福祉

法（昭和26年法律

第45号）第22条の

規定する法人が公

益事業のため利用

する場合 

100分の

100 
  

100分の

100 

 

６  教育

委 員 会

が 認 め

た 団 体

が 、 青

少 年 の

健 全 育

成 又 は

子 育 て

の 支 援

の た め

の 活 動

で 利 用

す る 場

合 

練習 
100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

・青少年とは、中学

生以下の者をい

う。 

・活動とは、大会、

教室、講習会、合

宿、練習等をい

う。 

・同一団体の利用の

減免措置は、週３

回までとする。た

だし、週の合計で

12時間を超えて減

免措置を受けるこ

とができない。 

市 内 大

会等 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

・大会等とは、大

会、教室、講習

会、合宿をいう。 
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・市内大会とは、市

内を拠点とする団

体、市内に住所を

有する者が参加す

る大会等をいう。 

市 外 大

会等 

100分の

100 

100分の

50 

100分の

50 

100分の

100 

市外大会とは、市外

を拠点とする団体、

市外に住所を有する

者が参加する大会等

をいう。 

７  安曇

野 市 ス

ポ ー ツ

協 会 及

び 加 盟

団 体 が

活 動 で

利 用 す

る場合 

練習 
100分の

100 
  

100分の

100 

・同一団体の利用の

減免措置は、週２

回までとする。た

だし、週の合計で

６時間を超えて減

免措置を受けるこ

とができない。 

・活動とは、大会、

教室、講習会、練

習等をいう。 

大会等 
100分の

100 
  

100分の

100 

６と同じとする。 

青 少 年

の 健 全

育 成 等

の た め

の 市 内

大会等 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

100分の

100 

６と同じとする。 

青 少 年

の 健 全

育 成 等

の た め

の 市 外

大会等 

100分の

100 

100分の

50 

100分の

50 

100分の

100 

６と同じとする。 

８ 市内の芸術文化

協会並びにその加

100分の

100 
  

100分の

100 

同一団体の利用の減

免措置は、週２回ま
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盟・加入団体及び

市が認めたボラン

ティア団体が活動

して利用する場合 

でとする。ただし、

週の合計で６時間を

超えて減免措置を受

けることができな

い。 

９ 社会教育の振興

に資する活動を行

っている団体であ

って教育委員会が

認めたものが、社

会教育の振興に資

する活動に利用す

る場合 

100分の

50 
  

100分の

50 

同一団体の利用の減

免措置は、週１回ま

でとする。ただし、

週の合計で３時間を

超えて減免措置を受

けることができな

い。 

備考１ １回とは、１日のうち連続して利用した時間帯をいう。 

２ ３、６、７、８及び９の項備考欄の減免制限については、安曇野市学校施設使用条

例（平成17年安曇野市条例第225号）に規定する学校施設、安曇野市公園条例（平成

17年安曇野市条例第153号）に規定するふるさと公園（グラウンドに限る。）及び安

曇野市都市公園条例（平成17年安曇野市条例第207号）に規定する有料公園施設（碌

山公園を除く。）の利用回数及び時間を含む。 

３ 認定こども園とは、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第４項の

教育・保育施設をいう。 
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様式第１号（第２条、第７条関係） 
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様式第２号（第３条、第７条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 
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様式第６号（第８条関係） 
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様式第７号（第８条関係） 
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様式第８号（第９条関係） 
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資料 2-１（２） 

安曇野市指定体育施設マレットゴルフ場管理規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

 令和  年  月  日 

 

安曇野市教育委員会 

 

 

教育委員会規則第 号 

   安曇野市指定体育施設マレットゴルフ場管理規則を廃止する規則 

安曇野市指定体育施設マレットゴルフ場管理規則（平成 18 年教育委員会規則第 26 号）

は廃止する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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○安曇野市指定体育施設マレットゴルフ場管理規則 

平成18年８月23日教育委員会規則第26号 

改正 

平成27年９月30日教委規則第15号 

平成31年３月29日教委規則第６号 

安曇野市指定体育施設マレットゴルフ場管理規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、安曇野市体育施設条例（平成18年安曇野市条例第26号。以下「条例」という。）

第20条の規定に基づき、条例第３条に掲げるマレットゴルフ場（以下「ゴルフ場」という。）の

管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開場時間等） 

第２条 条例第３条の規定によりゴルフ場の管理を行う者（以下「指定管理者」という。）は、条

例第５条第４項の規定による利用時間及び開館時間の変更又は条例第６条第３項の規定による休

場日の変更若しくは臨時に休場日を定める場合は、あらかじめゴルフ場その他適当な場所にその

旨を提示しなければならない。 

（利用の申請等） 

第３条 条例第７条第１項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を事前に指定管理者に、

口頭又はその他の方法により申請しなければならない。 

(１) 住所 

(２) 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

(３) 利用日時 

(４) 利用目的 

(５) 利用人数 

(６) 利用する施設、備品等の名称 

(７) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用の許可を行うために必要と認める事項 

２ 指定管理者は、条例第７条第１項の許可の可否を決定したときは、口頭により通知するものと

する。 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と指定管理者が協議して定める。 

附 則 

この規則は、平成18年９月１日から施行する。 

附 則（平成27年９月30日教委規則第15号） 

この規則は、安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例（平成27年安曇野市条例第52号）の施

行の日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日教委規則第６号） 



資料２-２（２） 

2/2 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 



資料 2-１（３） 

安曇野市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

 令和  年  月  日 

 

安曇野市教育委員会 

 

 

教育委員会規則第 号 

   安曇野市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則 

安曇野市スポーツ推進委員に関する規則規則（平成 17 年教育委員会規則第 30 号）は廃

止する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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○安曇野市スポーツ推進委員に関する規則 

平成17年10月１日教育委員会規則第30号 

改正 

平成18年９月26日教委規則第27号 

平成23年12月28日教委規則第７号 

平成26年２月６日教委規則第４号 

安曇野市スポーツ推進委員に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第32条の規定に基づき、安曇野市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）に置くスポーツ推進委員（以下「委員」という。）の

組織及び運営並びに職務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（委員の職務） 

第２条 委員は、スポーツ基本法の定めるところにより、本市におけるスポーツ推進のため、次の

職務を行う。 

(１) 市民に対し直接スポーツの実技指導を行うこと。 

(２) 市民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。 

(３) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関で行うスポーツ行事又は事業に協力すること。 

(４) スポーツ団体、青少年、婦人その他の行政団体で行う行事又は事業に協力すること。 

(５) 前各号に定めるもののほか、本市のスポーツ推進のために必要な事業 

（委員の定数及び任期） 

第３条 委員の定数は、30人以内とする。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

３ 委員のほか、別に定めるところにより、スポーツ推進協力員を置くことができる。 

（組織及び役員） 

第４条 委員の活動を円滑に行うため、スポーツ推進委員会を組織し、次の役員を置く。 

(１) 会長 １人 

(２) 副会長 １人 

（役員の選任） 

第５条 役員の選任は、委員の互選による。 

（役員の職務） 

第６条 役員の職務は、次のとおりとする。 

(１) 会長は、会務を総理し、会を代表する。 

(２) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。 

（役員の任期） 
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第７条 役員の任期は、委員の任期による。 

（会議） 

第８条 スポーツ推進委員会は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長がこれに当たる。 

（事務局） 

第９条 スポーツ推進委員会に関する事務は、教育委員会事務局が担当する。 

（スポーツ推進委員会の印） 

第10条 スポーツ推進委員会の印は、次のとおりとする。 

名称 寸法 ひな形 書体 管守者 

安曇野市スポーツ推進

委員会長印 

方28ミリメ

ートル 

 

れい書 生涯学習課長 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年10月１日から施行する。ただし、第３条の規定は平成18年４月１日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、現に合併前の豊科町体育指導委員設置規則（昭和37年豊科

町教育委員会規則第10号）、体育指導委員の設置に関する規則（昭和40年穂高町教育委員会規則

第２号）、三郷村体育指導委員設置規則（昭和59年三郷村教育委員会規則第23号）、堀金村体育

指導委員に関する規則（昭和58年堀金村教育委員会規則第１号）又は体育指導委員の設置に関す

る規則（昭和37年明科町教育委員会規則第２号）の規定に基づき任命されている体育指導委員は、

それぞれこの規則により任命されたものとみなし、その任期は平成18年３月31日までとする。 

３ 第８条の規定にかかわらず、平成17年10月１日以降最初に開催する体育指導委員会は、教育委

員会が招集する。 

附 則（平成18年９月26日教委規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年12月28日教委規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際スポーツ基本法（平成23年法律第78号）附則第４条の規定によりスポーツ

推進委員として委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の安曇野市スポーツ推進委員規

則第３条第２項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任
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期間と同一の期間とする。 

附 則（平成26年２月６日教委規則第４号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第５号 教育部 生涯学習課 

令和４年２月 24日提出 (課長)深澤 与志章 (担当係長)遠藤 豊 

  

タイトル 
民法改正による成年年齢引き下げ後の「成人式」の名称の改称

について 

決定を要する事項の内容 成年年齢引き下げ後に開催する「成人式」の式典名称の決定 

要旨 

令和４年（2022 年）４月に施行される民法改正により、成年

年齢は 18 歳に引き下げられるが、市の「成人式」は現行のとお

り 20 歳を対象に行うことを政策会議（R2.2.18 開催）で決定し

ている。名称について、現行の「成人式」では対象者が混乱する

ことから、他市の状況を勘案し「二十歳（はたち）の集い」（案）

へ改称したい。 

説明 

１ 新名称決定における事務局判断基準と選定された新名称  

(1)判断基準 

①対象者が 20歳であることが明確にわかるもの 

②永続的に使用する式典名称として相応しいもの  

③事業名称として事業内容がわかる簡潔なもの 

 (2)選定された新名称 …「二十歳（はたち）の集い」 

※表記は現行のとおり「令和△年安曇野市○○○○」とする 

 

２ 他市の状況 

※ＨＰにおける式典名称改称の公表状況(R4.2.10時点) 

(1)長野県内 19市の状況          

決 定 １市（中野市…二十歳を祝う会） 

  検討中 18市 

 (2)政令指定都市 20市の状況  

  決 定 ５市（内３市は、はたちのつどい、はたちの集い） 

  検討中 15市 

 (3)東京特別区 23区の状況  

  決 定 ８区  

（二十歳のつどい、はたちのつどい、20歳のつどい） 

  検討中 15区  

（内、１区は「二十歳の集い」、３区は「二十歳のつどい」

を候補として検討中） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第６号 教育部 各課 

令和４年２月 24日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 
学校教育課   後援  １件 
生涯学習課   後援  ２件 
（詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準【抜粋】 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 

 

※ 議案第１号の共催・後援依頼に関わる申請書は、個人又は法人に係る情報が記載

されているため、非公開といたします。 

 



№ 受付日 所管 件名 主催者 種別 申請理由 開催日 専決 理由 承認 会場 開催目的（趣旨） 開催内容 R2 H31 H30 所管課意見

13 2月4日
学校
教育

第32回ダヴィン
チマスターズ

一般社団法人
ダヴィンチマスター
ズ

後援

教育に関する
様々な情報や
サービスが溢れ
る中で、教育委員
会に後援承認を
いただくことによ
り、地域の皆様に
安心して当イベン
トにご参加いただ
くことを目的として
いる。また、より
多くの方々に教
育的意義のある
当イベントを知っ
ていただく機会と
して教育委員会
や各学校のご協
力、支援は欠か
せないものと思っ
ているため。

2 月 2 日
令和4年3
月27日

― ―
首都圏よりオンラ
イン配信

子どもたちに対して、遊びか
ら”やり遂げる力”や”できる”
を高まるための場として論理
的思考力・理数感性を重視し
た体験型プログラムを提供
し、「自己肯定感・共感力・コ
ミュニケーション力」をみがく
きっかけを与えるイベント「ダ
ヴィンチマスターズ」を開催し
ています。自分で体感して、
楽しいという気持ちを育み、
自ら興味を持って知らないこ
とへ挑戦をしていくための”
きっかけの場”を安曇野市に
お住いの方へご提供いたしま
す。

４つのコンテンツを用意し、参
加者は好きなコンテンツを50
分ずつ2つ体験。参加者はそ
れぞれのコンテンツの体験を
通し、新たな知識を習得した
り、参加している子どもたち同
士で交流を深めたり、体験を
通じて好奇心を高めることが
できる。
【Ａコース】
①カラーアナライザー
②作って飛ばそう！究極の紙
飛行機を探求！
【Ｂコース】
①遊んで学べる科学講座（ア
トモン）
②フルーツパワーで”プラ”ス
タンプを作ろう
【スペシャルオプションプログ
ラム】（オールイングリッシュプ
ログラム）
切ってビックリ！断面アート
「フルーツサンドを作ろう！」

― ― ―

基準第3条第2
項第5号に該
当しないと思
われるため不
可

一般社団法人ダヴィ
ンチマスターズ
仁地　香代子

申請者 申請日
承認（専
決）日

教育部　学校教育課共催・後援台帳（令和３年度２月定例会協議事項）
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教育部 生涯学習課 共催・後援台帳（令和３年度２月定例会協議事項）

№
受付
日

所管 件名
主催者
(団体)

種別 申請理由 開催日
専
決

理由
承
認

会場 開催目的（趣旨） 開催内容
R
２

R
１

H
30

所管課
意見

56 1月31日
社会教
育担当

春休み水族館
Inアイシティ21

信越放送
株式会社

代表取締役
渡辺　雅義

信越放送
株式会社、
株式会社
井上

後援
催事の教育的効
果を高めたいた
め

1 月 28 日

令和４年３
月19日
（土）～４月
３日（日）

- - 月 日

井上アイシ
ティ21　３階山
形ウェルアッ
プホール

生き物観察を通じて県内の児童・
生徒に、自然環境、生物多様性、
生命への関心を高めてもらうと同
時に、春休み中の家族に楽しん
でいただける催事を目的とする。

150㎡の会場にカワウソ、ウミガメ
など人気の水生生物の水槽を展
示

- - -
基準第３
条第２項
により可

57 2月4日
社会教
育担当

ガールスカウトフェ
スティバル　みんな
あつまれともだちに
なろう　わくわくチャ
レンジ

ガールスカウト
長野県第38団

小林　昭子
ガールスカ
ウト長野県
第38団

後援

一般のお子様に
もスカウトと体験
し楽しんでもら
い、社会・文化の
発展に寄与する
ため

2 月 4 日
令和４年３
月27日
（日）

- - 月 日
三郷公民館
講堂

ガールスカウトの技術を体験し、
スカウトとの交流からガールスカ
ウトに興味を持ってもらい広めて
いく。

・むすんでむすんで
・わくわくさかなつり
・フェルトでクローバーバック
・ハンドクラップを踊ろう
・感じてみよう長さと重さ
参加費　１人２００円

- - -
基準第３
条第２項
により可

申請者 申請日
承認（専決）

日
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令和４年２月 24日開催 

安曇野市教育委員会 ２月定例会当日配布資料 

 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第６の２号 教育部 各課 

令和４年２月 24日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 
文化課     後援  １件 

（詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準【抜粋】 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 

 

※ 議案第１号の共催・後援依頼に関わる申請書は、個人又は法人に係る情報が記載

されているため、非公開といたします。 

 



教育部 文化課 共催・後援台帳（令和３年度2月定例会協議事項）

№ 受付日
所
管

件名 主催者
種
別

申請理由 開催日
専
決

理
由

承
認

会場 開催目的（趣旨） 開催内容 Ｒ2 R1
H3
0

所管課意見

63 2月18日
文
化

映画「ざんねんな
いきもの事典」公
開記念「今泉忠明
先生とフィールド
ワーク・トーク
ショー」in国営ア
ルプス安曇野公
園堀金穂高（仮）

信越放送
株式会社

代表取締役
社長
渡辺雅義

信越放送
株式会社

後
援

安曇野市内の小学生・
幼児及び保護者の方
に周知するため。

2 月 15 日

3月26日
（土）午前
10時～午

後３時30分

国営アルプス
安曇野公園堀
金・穂高地区

書籍「ざんねんない
きもの事典」が映画
化され、安曇野市
が舞台となります。
映画上映を記念し
て、安曇野の自然
をテーマにした企画
を実施します。

「ざんねんないきもの事典」
監修今泉先生を招き、国営
アルプスあづみの公園で
フィールドワーク・トーク
ショーを行います。
参加費：無料（ただし、入園
料は必要）

- - -
取扱基準第3条
第2項により可

申請者 申請日
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第１号 教育部 学校教育課 

令和４年２月 24日提出 (課長)沖 雅彦 (担当係長)矢花幸恵 

  

タイトル 安曇野市立小・中学校の将来構想の確定について 

報告を要する事項の内容 安曇野市立小・中学校の将来構想の確定 

要旨 
12月 22日開催の総合教育会議での意見を踏まえ一部修正し確定

したので報告する。 

説明 

 

（１）安曇野市立小・中学校の将来構想   別 冊 

（２）修正箇所 

①15 ページ 10 行目に「…の名称で体制を整備し、７中学校区ごと

の地域教育協議会や学校支援ボランティア（学校応援隊）、実行委

員会などを組織して推進してきました。」を追記した。 

②16ページ 8行目「各学校ごと」を「17小中学校ごと」に改めた。 

③18ページの図 28中「承認する」を「協議し決定する」に改めた。 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第２号 教育部 学校教育課 

令和４年２月 24日提出 (課長)沖 雅彦  (担当係長)矢花 幸恵 

  

タイトル 
小中学校外国語指導助手派遣業務及び中学校英語課外授業指導

業務 プロポーザル実施結果について 

報告を要する事項の内容 プロポーザル実施に係る概要等の報告 

要旨 

令和４年度から令和６年度の外国語指導助手（ALT）派遣業務及び中学

校英語課外授業指導業務の実施にあたり、安曇野市の外国語教育に最も適

した企画提案力や信頼性を持つ事業者を特定することを目的とした公募

型プロポーザルを実施し、候補事業者を選定、契約手続きを進めている。 

説明 

１.経緯 

 ①ALT派遣については、安曇野市発足以前から、２社と随意契約を行っ

てきたが、令和２年度決算審査において、随意契約とする場合には、

できるかぎり競争性の確保を念頭に置いて、適正執行に努めるよう指

摘を受けた。このことから、長年、続いてきた随意契約を見直し、改

めて業者選定を行うこととした。 

②業者選定にあたっては、金額による評価だけでなく、要件を満たし、

学校から高い評価を受ける ALTを継続して配置し続ける実績があり、

高い信頼性と業務遂行上、緊急時に速やかに対応できる等を総合的に

評価するため、公募型プロポーザル方式による選定をすることとし

た。 

③令和３年７月５日から全３回の審査委員会を設け、令和３年 10 月５

日に参加事業者２社からの業務提案を審査した。 

審査委員…学校教育課長、教育指導室長、穂高西小学校長、 

穂高東中学校長、豊科東小学校教諭、豊科南中学校教諭 

 

２.審査結果 

業務提案書等の書類審査及びプレゼンテーションの結果、オフィス

グローバルサポート（株）を候補事業者として選定した。詳細は別

紙の通り。 

 

 

 

（裏面に続く） 
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３．留意点 

  令和３年 10月 13日 市ホームページに審査結果を掲載。 

  令和３年 11月 15日 校長会にて審査結果を報告。 

  令和３年 12月補正予算にて債務負担行為を設定。 

外国語指導助手派遣業務：  限度額 161,172,000円、 

期間 R4～R6（３ヶ年） 

中学校英語課外授業指導業務：限度額 4,104,000円、 

期間 R4～R6（３ヶ年） 

  令和４年１月 12日 業者選定委員会にて承認。 

  令和４年２月 24日 見積り合せの執行予定。 

  令和４年２月末頃  契約締結予定。 

  令和４年４月１日  派遣開始予定。 
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令和３年 10月 13日 

 

小中学校外国語指導助手派遣業務及び中学校英語課外授業指導業務 

プロポーザル審査結果について 

 

 令和３年８月２日に公募した、小中学校外国語指導助手派遣業務及び中学校英語課外授

業指導業務の公募型プロポーザルについて、10 月５日に開催した審査委員会で、参加事業

者２社からの業務提案について厳正な審査を行った結果、契約候補事業者を選定しました

ので公表します。 

 

１ 業務名 

 （１） 小中学校外国語指導助手派遣業務 

 （２） 中学校英語課外授業指導業務 

 

２ 候補事業者 

  オフィスグローバルサポート株式会社 

 

３ 審査方法 

  業務提案書等の書類審査及びプレゼンテーション 

 

４ 評価方法 

  審査委員６人が、提出された提案書の説明を受け、ヒアリングを行ったうえで評価し、

最も多くの委員が 1位と評価した参加事業者を候補事業者として選定する。 

  委員が 1 位と評価した参加事業者数が同数となった場合、総得点数が高い参加事業者

を候補事業者として選定する。 
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５ 各審査委員の評価順位 

              参加事業者 

審査委員 

オフィスグローバル

サポート株式会社 

（候補者） 

B社 

（次点） 

審査委員ア １ ２ 

審査委員イ ２ １ 

審査委員ウ １ ２ 

審査委員エ １ ２ 

審査委員オ １ ２ 

審査委員カ １ ２ 

順位・１位の数 ５ １ 

順位 １ ２ 

 

６ 審査項目の配点及び総得点数 

              参加事業者 

審査項目  

オフィスグローバル

サポート株式会社 
B社 

業務の実績（30点） 30点 30点 

ALTの資質及び研修（120点） 78点 84点 

授業展開の方法（60点） 56点 54点 

苦情への対応（90点） 69点 65点 

ALTの配置体制（60点） 48点 32点 

臨時休業等の対応及び柔軟性（60点） 56点 54点 

ALTの効果的な活用（60点） 40点 30点 

英語課外授業の実施（120点） 100点 74点 

合計（600点） 合計：477点 合計：423点 

 

７ 講評 

 両社とも、全体的に魅力的な提案がなされた。 

「業務の実績」については、両社とも、豊富な類似業務の履行実績があった。 

 小中学校外国語指導助手派遣業務については、「ALTの資質及び研修」と「苦情への対応」

に重きを置き審査を行ったが、各社の独自性が活かされ、質の高いプレゼンテーションであ

った。 

 プレゼンテーションでの提案が、今後の外国語教育の充実に資することを期待する。 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第３号 教育部 生涯学習課 

令和４年２月 24日提出 (課長)深澤 与志章 (担当係長) 臼井 直美 

  

タイトル 
新総合体育館竣工記念 令和３年度「安曇野ゆかりの先輩に学

ぶ特別授業」の代替事業について 

報告を要する事項の内容 
新総合体育館竣工記念 令和３年度「安曇野ゆかりの先輩に学

ぶ特別授業」の代替事業の報告 

要旨 

１月 19 日に開催を予定していた新総合体育館竣工記念 令和

３年度「安曇野ゆかりの先輩に学ぶ特別授業」が、新型コロナウ

イルスの影響により中止となったため、代替事業として各学校へ

の学習資料の提供に事業内容を変更します。 

説明 

１ 概要 

新総合体育館竣工記念 令和３年度「安曇野ゆかりの先輩に学

ぶ特別授業」の代替事業として、「たくましい安曇野の子ども」

の育成及び中学校入学前のキャリア教育を行うため、安曇野市内

の小学校及び中学校へ特別授業の学習資料(DVD)を提供するとと

もに、講演の動画を市公式 YouTubeへアップロードする。 

 

２ 事業内容 

（１）学習資料 

・南安曇農業高等学校発表（15分） 

 演題：「南農生の一日」 

媒体：DVD 

・浅野博亮氏 講演（15分）  

演題：「バレーボールを通して得たもの」 

媒体：YouTube 

（２）学習方法 

昼の校内放送や学級の時間等を活用して学習する。 

 

３ 対象者 

・安曇野市内 10小学校６学年 児童 798人 

・安曇野市内に住所を有し県立特別支援学校に通う小学部 

６学年 児童１人 

 ・安曇野市内７中学校２学年 生徒 840人 
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４ 配布時期等 

（１）DVD 

配布日：令和４年３月 10日(木)（予定） 

配布先：各小学校６学年１学級につき１枚 

県立特別支援学校１枚 

     各中学校２学年１学級につき１枚 

      

（２）YouTube 

公開日：令和４年３月 10日(木)から（予定） 

市公式 Youtubeへアップロード（どなたでも視聴可能） 

※市ホームページからアクセスできるよう設定 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第４号 教育部 各課 

令和４年２月 24日提出  

  

タイトル 後援依頼の教育長専決分の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

生涯学習課  １件 

文化課    ４件  中止 ２件 

（詳細別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準【抜粋】 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 

 



教育部 生涯学習課 共催・後援台帳（令和３年度2月定例会専決報告事項）

№
受付
日

所管 件名
主催者
(団体)

種別 申請理由 開催日
専
決

理由
承
認

会場 開催目的（趣旨） 開催内容
R
２

R
１

H
30

所管課
意見

55 1月25日

スポーツ
推進担
当

第30回中日旗争奪
明科杯地区交流少
年フットサル大会

安曇野市
スポーツ少年団
明科支部

支部長
加々美　浩一

安曇野市ス
ポーツ少年
団
明科支部

後援

スポーツ振興へ
の寄与、地域の
子どもたちの体
力向上をはかる
ため。

1 月 11 日
令和４年３
月６日（日）

○
過去承

認
〇 1 月 28 日

明科体育館、
明科中学校体育
館

フットサルの普及や技術の向上、
地域選手の交流、冬季における体
力向上等。

競技方法：12分間ハーフのランニ
ングタイム。トーナメント方式で行
い、決しない場合はPK戦を行う。
決勝戦のみ５分間ハーフの延長
戦を行い、それでも決しない場合
はPK戦を行う。また、１回戦敗退
チームはフレンドマッチを行う。
スポーツ少年団加盟及び長野県
サッカー協会登録チーム。
参加料：1チーム5,000円

○ ○ ○

基準第3
条第2項
及び第4
条第2号
により可

申請者 申請日 承認（専決）日
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教育部文化課　後援台帳（令和3年度２月定例会報告事項）

№ 受付日
所
管

件名 主催者
種
別

申請理由 開催日
専
決

理
由

承
認

会場 開催目的（趣旨） 開催内容 Ｒ2 R1
H
30

所管課意見

59 1月25日
文
化

穂高美術協会
春季展

穂高美術協会 矢野口　靖
穂高美術
協会

後
援

安曇野地域の文化活
動に貢献したいため

1 月 25 日

4月1日
（金）～4月
5日（火）
9：30～16：
30

○

過
去
承
認

○ 1 月 26 日
碌山公園研成
ホール

美術展を多くの方に鑑賞し
ていただき関心を寄せて貰
うことで、地域の芸術文化の
振興をはかる。

日頃制作した油絵、アクリ
ル画、版画など作品50点
ほどを展示する。入場料お
よび参加費無料。

○ ○ ○

取扱基準第3
条第2項及び第
4条第2項によ
り可

60 2月1日
文
化

安曇野歴史
サロン

安曇誕生の系
譜を探る会

丸山祐之
安曇誕生
の系譜を
探る会

後
援

会員だけでなくより広
範な市民の参加を求
めたい。

2 月 1 日

4月17日
（日）午後2
時～3時半
5月21日
（土）午後2
時～3時半

○

過
去
承
認

○ 2 月 7 日
安曇野市明科
公民館　講堂

①広く市民に安曇野を中心
とする歴史への興味を喚起
する。
②新会員の加入を促進す
る。

4月17日
講演：諏訪大社と式年造営
御柱大祭（講師：宮坂徹
氏）
5月21日
講演：木曽義仲と勇将たち
の夢（講師：長瀬啓一智
氏）

○ ○ ○

取扱基準第3
条第2項及び第
4条第2項によ
り可

61 2月2日
文
化

第２回穂高神
社Instagram
フォトコンテスト

穂高神社
穂高神社
宮司
穂高　光雄

穂高神社
後
援

広く周知していただく
ため

2 月 2 日
4月1日～
令和5年3
月31日

○

過
去
承
認

○ 2 月 7 日 穂高神社

四季折々の穂高神社を映し
出す写真を、Instagramを通
じて募集するフォトコンテスト
を開催する。

四季折々の穂高神社を映
し出す写真を、Instagramを
通じて募集するフォトコン
テストを開催する。

○ - -

取扱基準第3
条第2項及び第
4条第2項によ
り可

62 2月3日
文
化

ピティナ・ピアノ
ステップ夏季地
区

ピティナ楽都松
本ステーション

望月玲子
ピティナ楽
都松本ス
テーション

後
援

安曇野地域からの参
加者も多いことから、
広く安曇野市民に周
知するため。

2 月 3 日 7月17日 ○

過
去
承
認

○ 2 月 8 日
塩尻市文化会
館

ピアノ学習者が、その個性
及び環境に応じた学習方法
により、ピアノ学習を生涯に
わたり継続することを目的と
する。

ピアノ演奏能力を導入から
展開へと全て3ステップに
段階構成し、公開のステー
ジでの演奏に対し専門家
がアドバイス、成績評価、
合格判定を行い段階的な
演奏能力の向上を促す。
入場料：無料
参加料：1人平均7,500円

○ ○ ○

取扱基準第3
条第2項及び第
4条第2項によ
り可

申請者 申請日 承認（専決）日
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教育部文化課　後援台帳（令和3年度２月定例会変更・中止報告事項）

№ 受付日
所
管

件名 主催者
種
別

申請理由 開催日
専
決

理
由

承
認

会場 開催目的（趣旨） 開催内容 Ｒ2 R1
H
30

所管課
意見

15 R3.5.11
文
化

【中止】
安曇野歴史
サロン

安曇誕生
の系譜を探
る会

会長
丸山祐之

安曇誕生の
系譜を探る
会

後
援

会員だけでなくより広
範な市民の参加を求
めたい。

5 月 10 日

6月26日
（土）、8月
下旬、10月
下旬、11月
下旬（予
定）午後2
時～午後3
時

〇

過
去
承
認

○ 5 月 27 日
明科公民館ほ
か

①広く市民に安曇野を中心
とする歴史への興味を喚起
する。
②新会員の加入を促進す
る。

毎回安曇野の歴史に関す
るテーマを設け、講演会を
行う。隔月開催の全4回を
予定。入場料1人500円（資
料代）
【中止理由】
1/29実施分を中止。新型コ
ロナ感染症対策として施設
使用の自粛を要請された
ため中止・延期としました。

〇 〇 -

取扱基
準第3条
第2項お
よび第4
条第2号
により可

46 R3.10.26
文
化

【中止】
梓川かわも
のがたり―水
害と開発の歴
史を絵図から
探る―

梓川かわも
のがたり実
行委員会

会長
長岡　壽

梓川かわも
のがたり実
行委員会

後
援

明治22年梓川の氾濫
によって高家熊倉周
辺を襲った水害の流
亡被害を振り返り現
在のハザードマップを
再確認する機会を、
広く市民の皆様に周
知するため。

10 月 26 日
2月16日
（水）～2月
27日（日）

○ 11 月 18 日
松本市梓川ア
カデミア館２階
展示室

絵図からわかる梓川の大洪
水と闘った経過と梓川水系
に関する施設近代化の歩み
を総合的に直視してハザー
ドマップを再認識する。ま
た、中信平が農耕地へと変
わった国営事業にも焦点を
当てる。

梓川の河川絵図を中心と
した約60点の資料の展
示。
入場料：無料
対象：一般市民
【中止理由】
新型コロナウイルス感染症
が急拡大したため。

- - -

取扱基
準第3条
第2項に
より可

申請者 申請日 承認（専決）日
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報告第５号 
 

令和３年度 事業進捗状況報告（懸案事項等）       ＜学校教育課＞ 

 

学校教育係 

 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

就学時健康診断業務 ○来年度実施日程決定・通知  

教職員健康推進事業 ○教職員健康診断 総ざらい実施  

 

就学援助事務 

 

 

○就学援助費 

・後期分支払準備 

・新入学学用品費（事前支給分）申請者名簿を作成 

 

 

 

 

○後期分支給 

・特別支援就学奨励費 3/2（水） 

・就学援助費     3/9（水） 

 

○新入学学用品費（事前支給） 

所得等による審査後、3月下旬 

の支給を予定。 

 

就学事務 

 

  

 

GIGAスクール 
○ICT活用支援 

・各学校の授業支援や教員向け研修等を実施 

・GIGAスクールサポーターによる各校での ICT活用 

相談 

 ・年度更新に向けた各種作業の整理 

 

◯機器整備 

・指導者用端末の入札 

  

○ICT教育推進委員会 

 ・令和３年度取り組みのまとめ 

◯機器整備 

・モバイル Wi-Fiの納品 

・指導者用端末の納品 

 

○年度更新 

年度更新に伴うシステムの設定

変更等に向けた準備 

 

 

 

 

 

コミュニティスクール事業 

 

〇安曇野市コミュニティスクール事業実施方針、学校運

営協議会活動支援交付金交付要領の制定 

１月 28日 

 

○堀金地域教育関係者連絡会 

２月【中止】 

 

○区長会説明（制度概要及び協力依頼） 

２月各地域区長会 

 

○第２回地域コーディネーター連絡会 

２月 18日～３月２日 分散開催（全４回） 

○堀金地域教育関係者連絡会 

 ３月 

 

〇第２回地域教育協議会 

 ３月（書面開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校安全支援事業 
○第２回通学路交通安全部会（書面開催） 

・過年度点検箇所の進捗状況報告 

・令和２年度及び令和３年度通学路合同点検の結果報告 

○第 3 回安曇野市交通安全推進協

議会 ３月 

・通学路合同点検の結果報告及び

対策（案）の承認について他 
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令和３年度事業進捗状況報告（懸案事項等）  

生涯学習課社会教育担当 

 

社会教育総務費事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
社会教育委員  ３月 25日（金）第４回 

 

生涯学習推進費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
安曇野ゆかりの先輩に学ぶ

特別授業 

〇代替事業（１月下旬～３月上旬） 

学校へ特別授業の学習資料(DVD)を提供するとと

もに動画を市公式 YouTubeへアップロードする。 

【教材内容】 

・南安曇農業高等学校発表 媒体：DVD 

・浅野博亮氏講演 媒体：YouTube 

【DVD配布対象】 

・小学校６学年各学級１枚 

・中学校２学年各学級１枚 

 

 

人権教育推進事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
人権教育推進委員・人権教育

指導員 

１月下旬～２月上旬 

第２回地域人権教育推進協議会【書面開催】 

２月 15日（火） 

第２回人権教育推進委員会小委員会【書面開催】 

２月 24日（木） 

第２回人権教育推進委員・人権教育指導員合同会

議【書面開催】 

 

企業人権教育推進協議会 ２月８日（火）理事会【書面開催】  

 

中央公民館事業費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
公民館運営審議会  ３月 22日（火）第４回 

公民館長・主事会 ２月 14日（月）第 11回公民館長・主事会 

・公民館講座の広報紙への掲載方法について 

・公民館使用料減免基準見直しに伴う市民説明 

会の結果等について 

・第４回公民館運営審議会、社会教育委員の会議

の開催について 他 

３月 14日（月）第 12回 

公民館報  ２月 28日（月）校正会議 

３月８日（火）企画会議 

総合芸術展 ２月 14日（月）第４回実行委員会 

・出展作品について 

・展示会場レイアウトについて 

・前日準備及び片付け等について 他 

３月 10日（木）～18日（金）展示 

公民館使用料減免基準改定 市民説明会 

１月 28日（金）穂高会館 出席者：１人 

１月 30日（日）穂高会館 出席者：５人 

１月 30日（日）豊科公民館 出席者：４人 

１月 31日（月）堀金公民館 出席者：３人 

 

公民館大会  ３月 23日（水） 

地区公民館報表彰審査会 

生涯学習情報 １月 27日（木） 

生涯学習情報～Link～【施設情報版】発行 
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児童館運営事業（民間委託事業） 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
児童クラブ  令和４年度児童クラブ利用説明会 

（３月上旬：各児童クラブごとに 

実施） 

 

穂高北部児童館整備事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
穂高北部児童館整備  ３月 14日（月）竣工式 

 

青少年育成環境整備事務・青少年体験事業・子ども会育成会支援事務 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
青少年センター ２月 15日（火）第 3回運営委員会（中止）  

青少年体験事業 ２月５日（土）冬季親子体験ラボ「スイーツを作 

ろう」（中止） 

 

成人式   

子ども会育成会 ２月 16日（水）育成会だより 30号発行 ３月３日（木）市子ども会育成会

連合会常任委員会・会計監査 

 

放課後子ども教室実施事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
わいわいランド 「まん延防止等重点措置」適用により中止してい

る。 

令和４年度募集チラシ配布（３月

下旬） 

 

豊科公民館事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
第 41回作詞作曲コンクール 第 41回作詞作曲コンクールの作品募集締め切り 

・市内小中学校の児童・生徒からの応募 53点 

・２月３日(木)審査員中島加恵先生に審査依頼 

３月初旬 審査結果を各学校を通

して通知する。 

５月５日(予定)表彰式の開催準備

を進める。 

ＩＣＴ講座  期日:3月 15日(火) 

内容:スマートフォン活用講座「ス

マホでつながる」 

講師:公民館職員(明科公民館に応

援を依頼) 

暮らしの知恵講座  期日:3月 23日(水) 

内容:「春の寄せ植え」 

講師:片桐 厚子さん 

第 12回安曇野市高校演劇 

合同発表会 

中止(新型コロナウィルスの感染状況から)  

※講座等については、新型コロナウィルス感染状況に留意し、開催の可否についての検討もしながら計画を進める。 
 

豊科公民館施設管理運営事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
豊科公民館ホール受付 ２月 14日(月)から令和４年度分の受付を開始。  
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穂高公民館事業費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
健康づくり講座  ３月２日（水）から３月 30日（水）

までの毎週水曜日全５回 

気軽に太極拳教室 

 

３月４日（金）から３月 25日（金）

までの毎週金曜日及び３月 31 日

（木）の全５回 

 背骨コンディショニング教室 

季節のコンサート  ２月 26日（土） 

 早春フルートコンサート 

ＩＣＴ講座 ２月３日（木）、２月 17日（木）に「はじめての

スマホ教室」を予定していたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から延期とした 

 

地区公民館長会議 ２月 17 日（木）に予定していたが中止し、文書

送付による連絡・依頼とした。 

 

 

三郷公民館事業費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
健康長寿講座 １月 28日（金）【中止】 

若返り体操教室① 

２月４・18・25日の合計４回実施（全て中止） 

 

生きがい講座 １月 30日（日）【中止】 

けん玉チャレンジ⑦ 

２月 27日（日） 

けん玉チャレンジ⑧（最終回） 

生きがい講座 ２月２日（水）【中止】 

料理教室② 

 

ＩＣＴ講座 ２月９日（水） 

初心者スマホ教室② 

 

 

館長・主事会議 ２月 18日（金）【中止】 

地区公民館長・主事会議 

文書配布にて対応 

 

冬季スポーツ大会 ２月 20日（日）【中止】 

ボッチャ大会を実施予定 

（公民館対抗とせず一般の方が参加） 

 

三郷教育関係者連絡会 ２月 24日（木）【中止】 

小中学校・こども園・社協他教育関係者との連絡会

（２ヶ月に１回実施） 

 

ひまわりクラブ  ３月４日(金) 

ひまわりクラブ閉講式 

親子支援講座  ３月 10日(木) 

ミニコンサート 

親子支援講座  ３月 19日（土） 

まなび隊④ 

教養講座  ３月 20日（日） 

みさと落語会 
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堀金公民館事業費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
ボッチャ講習会 ２月 13日(日)実施予定であったが中止した。  

地区公民館役員会 ２月 17日(木)開催予定であったが中止し、文書送付

による連絡・依頼に替えた。 

 

山岳講演会「ライチョウって

どんな鳥」 

２月 19日(土) 

ライチョウの繁殖や保護活動についての講演  

オンライン開催に変更して実施 

堀金図書館との共同開催事業 

後日あづみ野テレビ、YouTube

でも配信予定 

お宝発見講座「岩原城」 ２月 21日(月)実施予定であったが中止した。 

 

「岩原城」については令和 4年

度に改めて実施予定 

高齢者のためのスマホ教室 ２月 24日(木)実施予定 

基本操作を学ぶ 定員 10名 

 

楽しく学ぶ！認知症予防講

座 

 ３月１日(火)実施予定 

体操などを交え予防法を学ぶ 

定員 20名 

お宝発見講座「岩原」  ３月 22日(火) 

地域の歴史文化を学ぶ講演会 

定員 60名 

 

明科公民館事業費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

スポーツ教室 2月 2日（水）月いちワンバウンドマッチ⑨ 

講 師 スポーツ推進委員 

内 容 ワンバウンドふらば～るバレーボール 

講習会 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

3月 2日（水）月いちワンバウ

ンドマッチ⑨ 

講師 スポーツ推進委員 

内容 ワンバウンドふらば～ 

   るバレーボール講習会 

地域食材活用講座 2月 3日(木)こんにゃくづくり講座 

講 師 望月亮子 

内 容 こんにゃくの作り方を解説 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

 

ＩＣＴ講座 2月 8日（火）スマホ活用講座（初級編）第２回 

～スマホの難しさと面白さ～ 

講 師 明科公民館職員 

内 容 カメラや LINEなど使用頻度の高いアプリ 

    の使い方を解説 

参加者 28名 

 

明科生活・文化講座 2月 10日（木）令和 3年 8月の記録的大雨における

危機感共有と避難行動 

講 師 弦巻祐一（市防災専門官） 

内 容 避難情報の発令により見えた課題や身に付 

    けたい防災知識を解説 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期】 

 

生きがいづくり講座 2月 15日（火）～冬の歌声サロン～ 

出 演 柴田勲（アコーディオン奏者） 

内 容 伴奏に合わせて流行歌・唱歌を口ずさむ 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 
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スポーツ大会 2月 20日（日）令和３年度 あやめ杯ワンバウンド

マッチ 

場 所 明科体育館ほか 

内 容 予選リーグと決勝トーナメントにより行わ 

    れるワンバウンドふらば～るバレーボール 

    大会 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

 

いいまちサロン（共催事業） 2月 22日（火）明科高校生の現状と課題 

講 師 松村真一（明科高校校長） 

内 容 明科高校生の現状等を解説 

3月 29日（火） 

～春の訪れを喜びながら明科

初の塾達エレクトーンの演奏

会を楽しみましょう～ 

演奏 笠原芳子（エレクトー 

   ン奏者） 

歴史探訪講座 2月 24日～3月 24日（木）「読んでみようくずし字」

講座（明科公民館出張編）全５回 

講  師 青木弥保（市文化課職員）ほか 

内  容 江戸時代の古文書に書かれたくずし字を 

   解説 

 

季節のコンサート  3月 19日（土） 

早春コンサート～よみがえる

昭和のメロディー～ 

出演 ＭＡＢ（マブ） 

曲目 長崎の鐘、舟唄 ほか 

 

社会体育総務費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
  〇スポーツ推進委員全体会議 

 ３月 25日（金）午後７時～ 

 市役所大会議室 

コロナ感染警戒レベルの状況によ

り中止する場合あり 

 

スポーツ推進事業費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
スポーツ教室等  〇スポーツ講習会（18歳以上） 

２月 26 日（土）午後１時 30 分～

豊科交流学習センター「きぼう」

多目的交流ホール 

 

〇安曇野子ども駅伝大会（小学生） 

３月 20日（日）午前８時 30分～ 

豊科南部総合公園 

 

〇「第 17回長野県市町村対抗小学 

生駅伝競走大会」開催に伴う出 

場選手選考会（小学３～５年生） 

３月 27日（日）午前８時 30分～ 

豊科南部総合公園 

 

コロナ感染警戒レベルの状況によ

り中止する場合あり 

 

社会体育施設管理費 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
体育施設管理 

 

〇堀金総合運動場 

 支障木剪定業務委託 
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豊科南社会体育館解体及び 

堀金総合体育館大規模改修

工事に係る説明会 

 ○説明会 

３月１日（火） 午後７時から 

市役所本庁舎４階大会議室 

３月 10日（木） 午後７時から 

  堀金総合体育館サブアリーナ 

 

豊科南部総合公園管理運営事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 
豊科南部総合公園管理運営  

 

○安曇野市総合体育館 

竣工記念イベント 

３月５日（土）・６日（日） 

ＶＣリーグ（メインアリーナ） 
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令和３年度事業進捗状況報告(懸案事項等)     〈文化課〉 

         文化振興担当 

芸術教育普及事業 

事業 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

安曇野市美術館博

物館連携事業 

令和３年度 美術館博物館年間予定表 

小中学生を同伴した保護者の入館料を無料とするパスポート

の発行(全児童・生徒へ配布（4/28）) 

12 月利用者数：４人、１月利用者数：36人 

 

専門部会 ３月４日（金） 

第 2回実行委員会 ３月８日（火） 

 

信州安曇野薪能 第２回実行委員会 ３月８日（火）  

アルプスあづみの

公園早春賦音楽祭 

第 2回事務局会議 ２月 21 日（月） 

第 2回実行委員会 ３月 7日（月） 

 

東京藝術大学連携

事業 

【延期】３月６日（日） 

対象：豊科北中学校・豊科南中学校 

 

あづみのジュニア

クラシック音楽会 

３月 19日（土）みらい 

新進音楽家オーディション ジュニアの部選出者によるコン

サート 

 

あづみのミュージ

アムカード 

安曇野市・池田町・松川村・大町市の一部の美術館・博物館

等の周遊を図る。 

３月下旬配布開始（予

定） 

交わるアート 
3 月 2 日（水）～3 月 20日（日）みらい 

濱田卓二彫刻展「土とのかたち －〇△□－」 

 

本庁舎 4 階展示 上田太郎山岳絵画展示 12月９日（木）～令和 4 年 2月末  

【共催】梯剛之ピア

ノリサイタル 

３月 21日（月）みらい 無料 

対象：市内の小中学生と保護者 1名 定員：70人 

 

 

文化団体補助事業 

事業 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

ちくに生きものみ

らい基金充当事業 

【延期】３月４日（金）豊科東小・白鳥湖  

 

文化振興総務費 

事業 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

博物館協議会 ３月８日（火）令和 4 年度事業について  
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指定管理施設の事業 

事業 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

豊科近代美術館 安曇野市中学高校美術部展（2/1～2/19）  

田淵行男記念館 常設展示「山の紋章 雪形」、高橋広平写真展（1/18～4/24）  

髙橋節郎記念美術館 常設展示  

穂高陶芸会館 

飯沼飛行士記念館 

冬季休館（～２月末）  

 

博物館係 

郷土博物館事業 

事業(懸案事項) 現    況 
今後の取り組み 

備考 

収蔵資料整理 

・収蔵庫内の民俗資料の整理 

新市立博物館の整備に向けて、資料の所在や破損の有

無を確認。 

・進捗状況に応じて、旧三郷

民俗資料館及び旧堀金歴史

民俗資料館の資料整理も実

施する。 

企画展 

・友の会展覧会（書芸、着物リメイク展） 

会期: 1月 15日(土)～1月 30 日(日)  

・白鳥写真展 会期:2月 5日（土）～3月 6日（日） 

・春季企画展「八面大王と田

村麻呂」 

 会期:3月 19日～5月 22日 

講座等 

・こたつ講座 

新型コロナウイルス感染症拡大のため、令和４年度

に別の機会を設ける。 

・昔の暮らし体験教室（市内小学校全 10校） 

新型コロナウイルス感染症拡大のため、希望する学

校に DVD 及び民具等を貸し出し。 

（春季企画展関連講座） 

・ギャラリートーク  

3 月 20日、5月 5日、5月

22 日 

・講演会 4月 23日 

・講座 5月 21 日 

・現地見学会 4月 16 日、5

月 14 日 

職員派遣等 
・環境課の自然環境保護を目的とする業務への協力 

・国営アルプスあづみの公園の企画事業への協力 
 

刊行物 ・『豊科郷土博物館研究紀要 第 8 号』刊行 
・原稿締切 2月 25 日（金） 

納品予定 3月 31日（木） 

 

新市立博物館整備事業 

事業(懸案事項) 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

安曇野市バーチ

ャルミュージア

ム 

・市ホームぺージサブサイト「安曇野市バーチャルミュージ

アム」と Facebook ページ「安曇野市教育委員会文化課」

公開（3月 1 日～） 
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コンパクト展示 

・「来た道～忘れ去られた感染症」 

会期:1月 28日（金）～3月 22日（月） 

場所:明科中学校 

・「臼井吉見 その人、その言葉」 

 会期:1月 31日（月）～3月 31日（木） 

 場所:ほりでーゆ～四季の郷 

・「みえる水、みえない水～安曇野を巡る地下水の秘密～」 

 会期: 2月 16日（水）～3月 24日（木） 

 場所:三郷交流学習センター 

 

 

郷土資料館事業 

事業(懸案事項) 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

穂高郷土資料館 
冬季休館（12月 28 日～2月 28 日） 3 月 1 日（火）から開館 

穂高鐘の鳴る丘集会所 

 

貞享義民記念館事業 

事業(懸案事項) 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

企画展示等 

・デイホーム楓作品展 

会期:1月 22 日（土）～2月 6日（日）参加者:77人 

・瀧澤伸介絵画展 

会期:2月 11 日（金）～2月 27 日（日） 

・令和 4 年度企画公募展の募集 

 募集期間:1月 25 日(火)～2月 20 日(日) 

・三郷美術会作品展 

会期:3月 12 日（土） 

～3月 27日（日） 

 

 

文書館事業 

事業(懸案事項) 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

重要文書等収集・整

理 

公開資料点数 公文書 45,001 点、地域資料 42,969 点(1 月

末現在) (1 月新規点数/公文書 0点、地域資料 704点)  
 

企画展示等 
・「『穂高の宝』刊行記念展示」 

会期:1月 11 日(火)～3月 31 日(木) 
  

講座等 

・「バックヤードツアー ～文書館って何するところ～」 

期日：２月 27日（日） 

・明科公民館古文書講座 

期日：2月 24日、3月 3日、10日、17 日、24 日（木） 

※感染症拡大状況によっては中止・縮小等の可能性あり。 

・「絵図を見て拾ヶ堰を

歩こう」 

3 月 27日（日） 
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市誌編さん 

・市誌編さん専門調査会（民俗部会） 

 専門調査員に『民俗編（資料編）』の豊科地域分を執筆し

ていただき、3 月末までに一旦提出。精査の上、加筆修正

してもらい、令和 4年度に再提出をお願いする。 

・第 9 回市誌編さん専

門調査会（民俗部会） 

 3 月 14日（月）に予

定。 

刊行物 ・『文書館紀要 第 3号』刊行 ・3月納品予定。 

 

臼井吉見文学館事業 

事業(懸案事項) 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

地域資料調査 ・『臼井吉見文学館 30 周年記念誌』の作成（現在校正中） ・2月末納品予定 

講座等 

・春の講演会「『安曇野』と私」 

 講師：太田寛市長 

 期日：3月 20 日（日）会場：堀金総合体育館サブアリーナ 

 2月 21 日（月）から申込受付 

 

 

歴史文化遺産再発見事業(文化庁補助事業) 

事業(懸案事項) 現    況 
今後の取り組み 

備  考 

『明科の宝』『穂高

の宝』の頒布等 

市内の施設で無料配布終了。市ホームページを通じて PDF 版

と Webbook版を公開。また市内各図書館で閲覧、貸出が可能。 
 

『豊科の宝』の刊行 
・豊科地区の文化財等を題材とした冊子の執筆・編集。 

 現在校正中。 

・校正 3 回 

・3月末日納品予定 

 

文化財保護係 

文化財保護事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

文化財補助事業事

務 

無形民俗文化財の保存伝承関係、文化財防災設備保守関

係、等への補助事業事務 
 

文化財の保全管理

等に関する事務手

続きと協議等 

県宝「光久寺薬師堂」の防災設備設置について、清水地

区・明科消防署・市による協議を実施 

資金計画、業者、施工方法

等の検討を進める 

「安曇野の建造物」

調査 

信州大学工学部建築学科（梅干野研究室）との連携事業 

・穂高神社から各地区へ払い下げられた本殿の調査 

・古民家の記録保存 

現地調査終了 

文化財保護へ向け

た啓発活動 
いわれの地標柱等修繕事業 

多田加助宅説明板補修 

堀金烏川（扇町薬師堂跡）

標柱建替え ほか 
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文化財の無料公開 

重要文化財「曽根原家住宅」・県宝「光久寺の文化財（木

造日光菩薩立像・月光菩薩立像、薬師堂）」の無料公開を

実施 

月一回の無料公開を実施 

文化財パトロール 
文化財調査委員会委員による市指定文化財のパトロール

を実施 
実施期間 12 月～2月 

地区の祭り実施状

況調査 

令和 2年度に引き続き、調査票（アンケート）の配布によ

り、お祭りの開催状況及び中止・縮小に至った経過の把握

をすすめる（調査対象：指定文化財 16 件、未指定 16件） 

調査票回収・整理中 

第３回文化財保護

審議会 
文化財指定に係る協議 3 月 11日開催 

文化財マップ改訂 安曇野市文化財マップを改訂する 
内容点検、調整中 

3 月印刷予定 

 

埋蔵文化財発掘調査事業 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

遺跡内での開発に

対しての協議及び

工事立会いの実施 

一般開発・公共事業に伴う現地協議及び工事立会い  随時対応 

法第 93・94 条関係

の事務 

周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発が行われる際の 

届出・通知受付事務 
随時対応 

令和 3年度以降 

公共事業協議 

令和 3年度以降に埋蔵文化財包蔵地内で計画されている公

共事業について、必要に応じ、試掘調査計画、発掘調査対

応等を担当部署と協議する 

継続 

埋蔵文化財 

報告書作成作業 

『令和２年度分試掘・立会報告』ほか２冊発掘調査報告書

刊行に向けての作業（入稿 →校正 →刊行）  
 

 

図書館係 

図書館事業 

事業 

(懸案事項) 
現    況 今後の取り組み 

中央図書館 

「さいわい」おはなし会 

  期日：２月３日（木） 

  場所：みらい 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

中央図書館 

おいしい安曇野塾 

『農業を仕事にするには！』（オンライン開催） 

  期日：２月 12 日（土） 

  場所：みらい 
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中央図書館 

映画上映会 

『風は生きよという』 

  期日：２月 18 日（金） 

  場所：みらい 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

堀金図書館 

堀金公民館共同開催 

山岳講演会 

「雷鳥（ライチョウ）ってどんな鳥？」（オンライン開催） 

期日：２月 19日（土） 

場所：堀金公民館 

 

 



【教育委員会定例会提出資料】 

報告第６号 教育部 学校教育課 

令和４年２月 24日提出 (課長)沖 雅彦 （担当係長）中村 正勝 

  

タイトル 令和３年度 児童生徒の指定校変更及び区域外就学者 

 

安曇野市情報公開条例第５条第１項第２号、個人に関する情報 

で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、個人情報 

の保護に該当する案件として、非公開といたします。 

 

 

 

 

【教育委員会定例会提出資料】 

報告第７号 教育部 学校教育課 

令和４年２月 24日提出 (課長)沖 雅彦 (担当係長)赤羽 文恵 

  

タイトル 教育長報告 

 

安曇野市情報公開条例第５条第１項第２号、個人に関する情報 

で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、個人情報 

の保護に該当する案件として、非公開といたします。 

 



令和４年２月 24日開催 

安曇野市教育委員会 ２月定例会当日配布資料 

 

【教育委員会定例会提出資料】 

報告第８号 教育部 学校教育課 

令和４年２月 24日提出 (課長) 沖 雅彦 (担当) 小笠原 正明 

  

タイトル 
諮問「安曇野市学校給食センターの今後の方向性について」に係る審議

状況について 

決定を要する事

項の内容 
 

要旨 
諮問「安曇野市学校給食センターの今後の方向性について」の審議状況

について報告する。 

説明 

12月 22日に開催された総合教育会議の内容を踏まえて、第６回安曇野

市学校給食センター運営委員会に下記の資料を提出し、審議を行った。 

【提出資料】 

・第５回安曇野市学校給食センター運営委員会議事録   別冊資料 

・令和３年度第１回安曇野市総合教育会議の概要について 別冊資料 

・安曇野市立小・中学校の将来構想（※総合教育会議と同様の資料） 

・生産者の声について                 別冊資料 

 ・学校給食センターの今後の方向性のまとめに向けて   別冊資料 

 ・安曇野市立小・中学校及び学校給食センター位置図   別冊資料 

 ・学校給食センターの運営状況－配送車と配送時間－   別冊資料 

 ・学校給食センターの運営状況－給食数、食缶・コンテナ・配送車－ 

                            別冊資料 

 ・改訂「安曇野市学校給食理念（目標）」（案）      別冊資料 

 

【議事録】 

 ・第６回安曇野市学校給食センター運営委員会議事録    資料１ 

 

 

 

 

 


















































